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第３次地域管理経営計画書（埼玉森林計画区）の変更について

第３次地域管理経営計画（埼玉森林計画区）の一部を次のとおり改める。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（４）主要事業の実施に関する事項

（本文省略）

エ 林道の開設及び改良の総量

区 分 開 設 改 良

路線数 延長量（ｍ） 路線数 延長量（ｍ）

計 1 100 4 580

注）１ 開設、改良には作業道を含む

５ 国民参加による森林の整備に関する事項

（１）国民参加の森林に関する事項

自主的な森林整備活動へのフィールドの提供や必要な技術援助、情報の提供などを通

じ、国有林野を身近なものとして受け入れられるよう努めるものとする。

面 積
協定の種類 名 称 位置(林小班)

（ha）

多様な活動の森 中川の森 1.00 8 は１

〃 ツキノワの森 3.80 14 へ２、23 ち

〃 三境の森 1.71 35 は３


